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�愛媛県告示第１１９６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２０年８月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２０年８月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９８号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２０年８月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 目 次 �
告 示

○ 医師の指定…………………………………………………………………８９０

○ 指定医師の所在地の変更…………………………………………………８９０

○ 指定医師の辞退の届出……………………………………………………８９０

○ 指定自立支援医療機関の辞退……………………………………………８９１

○ 指定自立支援医療機関の指定……………………………………………８９１

○ 解除予定保安林にする旨の通知…………………………………………８９１

発 行 愛 媛 県

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・音声・言語・そし
ゃく・心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害

内科・リハビ
リテーション
科

伊 予 病 院 藤 田 正 明 伊予市八倉９０６－５ 平成
２０年８月１日

肢体不自由・心臓・呼吸器・じ
ん臓機能障害 内 科 市 立 宇 和 病 院 濱 上 智 子 西予市宇和町卯之町１－２４６ 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 白 石 病 院 竹 田 治 彦 今治市松本町１丁目５－９ 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 白 石 病 院 鎌 田 一 億 今治市松本町１丁目５－９ 〃

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

末 田 章 三 社会福祉法人恩賜財団済生会
西条病院 西条市朔日市榎ヶ坪２６９－１ 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷３－１－１ 平成２０年

４月１日

山 上 隆 司 大 洲 中 央 病 院 大洲市東大洲５ 社会福祉法人恩賜財団済生会
西条病院 西条市朔日市榎ヶ坪２６９－１ 平成２０年

７月１日

岩 田 猛 市 立 八 幡 浜 総 合 病 院 八幡浜市大字大平１番耕地６３
８

独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 〃

加 藤 正 隆 か と う ク リ ニ ッ ク 新居浜市船木甲２５８２－２ か と う ク リ ニ ッ ク 新居浜市船木甲４３２２－２ 平成２０年
７月２２日

○ 港湾施設の概要……………………………………………………………８９１

○ 土地改良区役員の就退任の届出（２件）………………………………８９１

○ 道路の供用開始（県道宇和島下波津島線）……………………………８９２

○ 道路の区域変更（県道大洲野村線）……………………………………８９２

○ 道路の供用開始（県道蔵川大谷線）……………………………………８９３

労働委員会告示

○ 労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲の認定の一部改正……８９３

毎週（火・金）曜日発行 第１９８９号 平成２０年８月１２日

平成２０年８月１２日火曜日 第１９８９号

愛 媛 県 報

８９０



��������������

�������
�愛媛県告示第１１９９号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６５条の規定に基づ

き、次のとおり指定自立支援医療機関の辞退の申出があった。

平成２０年８月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 辞退年月日

いちご薬局 平成２０年７月１７日

�������
�愛媛県告示第１２０１号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２０年８月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町大味川字面河山（国有林。次の図に示す

部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

道路用地とするため

２� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町大味川字面河山（国有林。次の図に示す

部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び久万高原町役

場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１２０２号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、東予港港湾施設の概要を次のとおり公

示する。

平成２０年８月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

緑 地 西条市大新田２７７番 面積 ５，５４１．５８平方メートル

�������
�愛媛県告示第１２０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

八幡浜市真穴土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２０年８月１２日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 門石 長次郎 八幡浜市穴井３－６４９

〃 矢 野 直 人 八幡浜市真網代丙２０３

〃 柳 沢 勝 弥 八幡浜市真網代乙３５０

〃 門石 要太郎 八幡浜市穴井１－４

〃 田 中 清 典 八幡浜市真網代丙２２７

〃 宇都宮 輝俊 八幡浜市穴井３－５４３

〃 楠 本 金 蔵 八幡浜市真網代乙２－１

〃 上 杉 洋 治 八幡浜市真網代丙４３６

〃 井 上 光 義 八幡浜市穴井３－５７１

〃 山 内 宗 二 八幡浜市真網代丙６３９

〃 佐 々 木 茂 八幡浜市穴井３－７１２

〃 柳 沢 友 幸 八幡浜市真網代丙２７１

監 事 冨 永 鶴 光 八幡浜市穴井３－７０５

〃 矢野 源一郎 八幡浜市真網代丙５８７－２

〃 二 宮 直 之 八幡浜市真網代乙３５４

�愛媛県告示第１２００号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年８月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 辞退年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・小腸機能障害 内 科 市 立 大 洲 病 院 山 中 俊 作 大洲市西大洲ヤスバ甲５７０ 平成

２０年６月１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

日本調剤川之江薬局 四国中央市川之江町２３２５番１ 日本調剤株式会社 平成２０年
８月１日

よつば薬局駅前西通店 八幡浜市江戸岡１丁目７－１５ よつばメディカルサービス株式会社 平成２０年
８月１日

愛 媛 県 報平成２０年８月１２日 第１９８９号

８９１
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退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 門 石 長次郎 八幡浜市穴井３－６４９

〃 宮 本 利 吉 八幡浜市穴井３－５２１

〃 竹 中 貞 和 八幡浜市穴井３－６７８

〃 冨 永 鶴 光 八幡浜市穴井３－７０５

〃 山 下 稔 八幡浜市真網代丙５８８

〃 矢 野 直 人 八幡浜市真網代丙２０３

〃 和 家 粂 則 八幡浜市真網代丙２５７

〃 柳 沢 勝 弥 八幡浜市真網代乙３５０

〃 門 石 要太郎 八幡浜市穴井１－４

〃 田 中 清 典 八幡浜市真網代丙２２７

〃 上 杉 洋 治 八幡浜市真網代丙４３６

〃 山 内 宗 二 八幡浜市真網代丙６３９

監 事 橋 本 誠 士 八幡浜市真網代丙２０８

〃 二 宮 直 之 八幡浜市真網代乙３５４

〃 宇都宮 輝 俊 八幡浜市穴井３－５４３

�������
�愛媛県告示第１２０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市三瓶町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２０年８月１２日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 加賀城 惣 治 西予市三瓶町津布理７０番地５

〃 片 山 勇 西予市三瓶町朝立２番耕地１５７番地

〃 片 山 昭 典 西予市三瓶町朝立１番耕地９３番地１

〃 松 本 忠一郎 西予市三瓶町津布理１１２番地１

〃 西 本 定 義 西予市三瓶町安土４５番地

〃 菊 池 崇 之 西予市三瓶町和泉甲２２４番地２

〃 西 村 和 明 西予市三瓶町鴫山丙１８１番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宇都宮 寛 司 西予市三瓶町朝立１番耕地１４８番地

〃 片 山 勇 西予市三瓶町朝立２番耕地１５７番地

〃 片 山 昭 典 西予市三瓶町朝立１番耕地９３番地１

〃 樋 口 隆 西予市三瓶町津布理９０５番地

〃 西 本 定 義 西予市三瓶町安土４５番地

〃 浅 井 敏 幸 西予市三瓶町和泉甲１４１番地

〃 西 村 和 明 西予市三瓶町鴫山丙１８１番地

〃 稲 葉 誠 治 西予市三瓶町垣生甲３７８番地１０

〃 � 岡 慶 治 西予市三瓶町二及１番耕地３３４番地

〃 河 野 親 光 西予市三瓶町長早３番耕地１０１番地

〃 渕 川 倍 光 西予市三瓶町周木６番耕地１０１番地

〃 高 月 紀 道 西予市三瓶町有太刀７００番地４

〃 笹 田 昭 治 西予市三瓶町蔵貫浦６４７番地６

〃 三 好 恆 敏 西予市三瓶町蔵貫１２番地１

〃 柴 田 房 則 西予市三瓶町皆江２５１９番地

〃 別 宮 留 信 西予市三瓶町下泊６８６番地

監 事 山 本 昭 夫 西予市三瓶町朝立２番耕地５４１番地２

〃 山 本 清 次 西予市三瓶町長早３番耕地５０７番地

〃 堀 尾 政 二 西予市三瓶町下泊３０７番地１

�愛媛県告示第１２０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年８月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年８月１２日

〃 井 上 � 年 西予市三瓶町垣生甲１８２番地

〃 � 岡 慶 治 西予市三瓶町二及１番耕地３３４番地

〃 河 野 親 光 西予市三瓶町長早３番耕地１０１番地

〃 川 西 岩 和 西予市三瓶町周木６番耕地２３番地

〃 井 上 富士大 西予市三瓶町有太刀１４１番地

〃 � 田 茂 西予市三瓶町蔵貫浦７３１番地

〃 三 好 恆 敏 西予市三瓶町蔵貫１２番地１

〃 柴 田 房 則 西予市三瓶町皆江２５１９番地

〃 田 中 房 秋 西予市三瓶町下泊６７６番地

監 事 宮 本 光 靖 西予市三瓶町朝立１番耕地１８番地１

〃 三 好 � 勝 西予市三瓶町垣生甲１４５０番地

〃 星 野 万 仁 西予市三瓶町皆江１８８６番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘字安代宅地ノ上第４号３６８番３から

同町北灘字新田甲２１４７番４９まで
平成２０年８月１２日

愛 媛 県 報平成２０年８月１２日 第１９８９号

８９２
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労働委員会告示

�愛媛県労働委員会告示第１号
当委員会は、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年

法律第２８９号）第５条第２項の規定に基づき、松山市公営企業局の

職員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち労働組

合法（昭和２４年法律第１７４号）第２条第１号に規定する者の範囲を

平成２０年７月２５日認定したので、企業職員に係る労働組合法第２条

第１号に規定する者の範囲の認定（昭和４２年８月愛媛県地方労働委

員会告示第１号）の一部を次のように改正する。

平成２０年８月１２日

愛媛県労働委員会

会 長 白 石 喜 �
表北条分室の項を削る。

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年８月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市森山字廣田乙８２３番１５から

同市森山字冨谷甲１６３３番５まで

旧 ４．０～１０．８ ０．１６５

新 １２．６～２６．３ ０．１６５

〃 〃
大洲市森山字冨谷甲１６３３番５から

同市森山字鍋谷乙８１０番３まで

旧 ４．７～１２．０ ０．０７０

新 ４．７～１２．０
１８．２～２１．０

０．０７０
０．０５８

〃 〃
大洲市森山字鍋谷乙８１０番３から

同市森山字鍋谷乙８０９番３まで

旧 ４．９～ ７．０ ０．０５６

新 ２５．６～９７．０ ０．０３１

〃 〃 大洲市森山字鍋谷乙８０９番３

旧 ４．１～ ７．３ ０．２９４

新 ４．１～ ７．３
７６．７～９６．９

０．２９４
０．０９２

〃 〃
大洲市森山字鍋谷乙８０９番３から

同市森山字鍋谷乙８０１番４まで

旧 ５．１～ ６．８ ０．０３７

新 ９６．９～１１４．４ ０．０２５

〃 〃
大洲市森山字鍋谷乙８０１番２から

同市森山字駕立場乙８０３番２まで

旧 ４．４～ ６．７ ０．０８３

新 ４．４～ ６．７
２９．６～３４．９

０．０８３
０．０６９

〃 〃
大洲市森山字駕立場乙８０３番２から

同市森山字駕立場乙８０３番５まで

旧 １５．５～２７．１ ０．０３５

新 ２１．８～３６．１ ０．０３５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 蔵川大谷線
大洲市肱川町大谷７７９番５から

同市肱川町大谷２７９番４まで
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